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滋賀県人権施策推進課

滋賀県人権啓発キャラクター
「ジンケンダー」

この冊子に対するご意見・ご要望がありましたら下記までお願いします。
・大切な資源です。周りの人にも回覧していただくなど有効に活用してください。
・県では電子データの活用を推進しています。
 この冊子のデータは以下の県ホームページにも掲載されていますので、活用してください。

滋賀県人権施策推進課ホームページ「学習教材のご案内」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/300329.html



同和問題（部落差別）
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が確保されるよう、県と県民、事業者のみなさんがそれぞれ主体的に取り組むことを定めています。また、「滋賀
県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画」(2007年（平成19年）2月策定、2020
年（令和2年）3月最終改定 )により、ＤＶ防止と被害者の適切な保護および自立支援にかかる総合的かつ積極的な
な施策の展開を図っています。
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男性の育児休業取得率は上昇傾向にあるものの、女性に比べ低い水準と
なっています。

配偶者や恋人など親密な関係にある・あった者から振る
われる暴力を「ドメステ



賀県子ども条例」を施行しました。また、「滋賀県児童虐待防止計画」、（2007
年（平成19年）6 月策定、　2020 年（令和2年）3月最終改定）により、児

が   け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　 し  こ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し　  が　け ん　　　　　ぎゃくたい

※上記の件数以外にも市町において相談を受け付けて
　おり、県と市町を合わせた相談件数全体としては、
　年々増えています。
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■ 県内要介護・要支援認定者数の推移
（滋賀県医療福祉推進課）

　　内閣府が2017年度(平成27年度)に実施した「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」では、社会活動に
「全く参加したことがない」と回答した人は47.6%でしたが、2020年度(令和2年度)の調査では35.0%に減少
しています。 今後も、高齢者の経験や知識が生かされ、より多くの高齢者が参加しやすい地域づくりが求められ
ています。
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な課題への取組を進めるため、「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」(2006

年（平成18年）3月策定、2021年（令和3年）3月最終改定）により、だれも





（部落差別）

　同和問題（部落差別）は、生まれたところや住んでいるところによって不合理な差別を受けるという
日本固有の人権問題です。これまでのさまざまな取組によって、生活環境は大きく改善されましたが、
結婚や就職、家の購入などの場面で、誤った認識や偏見による差別が未だに残っています。　　　　　
　同和問題について正しく理解するとともに、偏見や世間体にとらわれずに、正しく判断し、自分
の意志で行動することが大切です。
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■ 滋賀県内外国人人口の推移　（滋賀県国際課）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （年）

（2021年12月末・滋賀県国際課）  
※2011年までは外国人登録人口
　2012年からは住民基本台帳人口

滋賀県内外国人人口の国籍別人数
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　2021年（令和3年）12月末現在、滋賀県には、世界の106か国・地域、約33,000人の外国人
が暮らしています。※ その多くは、就労のために日本に来た南米・東南アジアの人々や歴史的経緯から
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「滋賀県多文化共生推進プラン」（2010年（平成22年）4月策定、2020
年（令和2年）3月最終改定）により、行政はもとより、国際交流協会、市民活

　　　　 し　 が　け ん

動団体など、さまざまな担い手と連携・協働を図りながら、外国人住民とと
もに暮らす地域づくりに向けて取組を進めています。
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32,651人

※滋賀県国際課調べ



　2008年（平成20年）6月に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が成立し、ハンセン病元患者の福祉
の増進や名誉の回復など、ハンセン病問題の解決に向けた取組が進められていますが、療養所の入所者は高齢で身
寄りがないことや、今なお残る社会の偏見により、病気が完治しても社会復帰が難しい状況にあります。また、2019
年(令和元年)11月には、元患者家族等の名誉の回復および福祉の増進を図るため、「ハンセン病元患者家族に対する
補償金の支給等に関する法律」が制定されました。
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　2020年(令和2年)より感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に関しては、患者やその家族だけでなく、治療
にあたる医療従事者等にも差別や偏見による被害が発生しました。こうした人権侵害を防止するためには、病気に
関する正しい知識の普及・啓発を図ることが必要です。

新型コロナウイルス感染症に関連したさまざまな人権侵害

「医療安全相談室」を設置しています。また、新型コロナウイルス感染症に
関連した人権侵害に関しては、専門の対応チームおよび専用相談窓口「新型
コロナ人権相談ほっとライン」を設けています。
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犯罪被害者等施策の推進の基本的な方向が定められました。その後、4次にわたり「犯罪被害者等基本計画」(最終
改定: 2021年(令和3年)3月)が策定されています。
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　2018年(平成30年)4月に「滋賀県犯罪被害者等支援条例」 を施行し、
同年10月には「滋賀県犯罪被害者等支援推進計画」(最終改定:令和4年3月)
を策定しました。犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことが
できるよう、県民、事業者、関係機関・団体の一人ひとりが犯罪被害者等の
置かれている立場を理解し、県民総ぐるみにより犯罪被害者等一人ひとりに
寄り添ったきめ細かな支援に取り組み、犯罪被害者等を社会全体で支えるこ
とで、安心して暮らしていくことができる滋賀の実現を目指しています。

等
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性のあり方とは？
● からだの性：生物学的な性
● こころの性：性　自　認
● 好きになる性：性 的 指 向

　私たち人間は、だれ一人として同じ人はいません。
顔や性格、体つきなどがみんな違うように、「性の
あり方」も人それぞれ違います。そして、だれもが、
自分の「性のあり方」を尊重される権利を持ってい
ます。

　最近は、「ＬＧＢＴ」という言葉がよく使われるようになってきました。調査方法などによっても異なりますが、
今まで気づいていなかったり、

知らなかっただけかもしれません。
性のあり方に対する世間の理解は世間の理解はまだ十分ではないため、周囲の偏見や誤解をおそれて本当の

ず、学校で、職場で、社会でさまざまな生きづらさを抱え、苦しんでいる人がいることを理解

   た　  よ う　　　　せ い　　　　　　　　　　　　　 かんが

多様な性について考える

　人に個性があるように「性のあり方」もさまざまであることを理解し、笑いのネタにしている人や、侮辱したり、
傷つくような言葉を使っている人がいたら、「それはよくない」と伝えていきましょう。たとえ傷ついていても、本
人が声をあげるのは難しいものです。だれもが自分らしい生き方を尊重され、安心して過ごすことができるような
言動を心掛けましょう。
　また、カミングアウト（性的指向や性自認などについて告白したり、公にすること）されることがあれば、それは
あなたを信頼してのことです。しっかりと本人の気持ちを聴くとともに、アウティング(本人の了解を得ずに性的

　どうしてほしいかは人によって違います。『困ったことがあれば支えるよ』という姿勢を示すことが大切です。

   た　  よ う　せ い　　　  み と　　　　　　　　　　　　　　し ゃ  か い

多様性が認められる社会

２０１６年（平成２８年）３月に改定した「滋賀県人権施策推進計画」に基

LGBTって何？
Ｌ：レズビアン…女性で女性が好きな人
Ｇ：ゲ　　 イ…男性で男性が好きな人
Ｂ：バイセクシュアル… 同性も異性も好きになる人
Ｔ：トランスジェンダー… からだとこころの性に違和感がある人、
 からだの性別と異なる性別で生きる人、

 

生きたい人

●21
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性的指向・性自認

※LGBT以外にも、男女のどちらにも恋愛感情を持たない人(A:アセク
　シュアル)、 性自認が男女のどちらにも当てはまらない人(X:Xジェ
　ンダー)、自分の性を決められない・分からない人(Q:クエスチョニ
　ング)など、様々な人がいます。

LGBTなどに該当する人たちは人口の約9%と推定する研究が発表されています。

指向や性自認を他人に暴露する行為)は絶対に行わないようにしましょう。

づき、LGBTなどの当事者に対する社会の関心と理解を深めるための啓
発を進めるとともに、多様な性のあり方への配慮を目的に、県が県民のみ
なさまに提出をお願いする申請書等の性別欄の記載について見直しを実
施しています。 
　また、自身の性のあり方についての悩みを抱える児童生徒に対しては、
学校においてきめ細やかな対応が必要なため、児童・生徒の心情等に配慮
した相談・支援等の取組を進めています。
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自分を打ち明けられ
することが必要です。



  し ん が い 　　　　　　　   し ん ぱん　　　　　　

　 め い  よ    き   そ ん

■ インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の推移
（令和3年 法務省資料より）
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　だれでも自由に書込みができるインターネットの掲示板やSNSなどで、差別的な内容の書込みが数多くみられ
ます。インターネット上では、誤った情報が瞬時に不特定多数の人に広まるため、差別を助長・拡散させることに
なります。なお、2021年(令和3年)にはいわゆる「プロバイダ責任制限法」が改正され、誹謗中傷等の加害者情報
の特定を容易にするための新たな裁判手続きが設けられました。
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　法務省の人権擁護機関が令和3年に新規に救済手続きを開始したインターネット上の人権侵害情報に係る人権侵犯
事件数は1,736件で、前年から43件増加しており、高水準で推移しています。このうち、プライバシー侵害事案
が725件、名誉毀損事案が483件、識別情報の摘示事案が296件となっており、これらの事案で全体の86.6%を
占めています。
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うち名誉毀損

うち識別情報の摘示
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　2022年(令和4年)1月に行われた調査では、全国で3,448 人のホームレスが確認されています。(厚生労働
省「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)」)
　2021年(令和3年)11月に行われた調査では、路上生活に至った理由としては、「仕事が減った」や「倒産や
失業」などが多くなっています。また、60歳以上が70.0%、路上生活期間が3年以上の人が68.3%と、高齢
化、長期化が進んでいます。(厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)」)

1997年(平成9年)には「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイ
 ヌ文化振興法)が成立し、アイヌ固有の伝統文化などに関する知識の普及や啓発を推進することが定められていま
した。また、2019 年(令和元年)5月には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に
関する法律」が施行され、アイヌが日本の先住民族であることが法に明記されました。アイヌの人々の民族として
の誇りを尊重するとともに、多様な文化を受け入れることが大切です。

　こ　  じ ん じょう  ほ う　　　　　ほ　　ご

個人情報の保護

なぜ成人する娘が



　大規模な災害は、多くの命を危険にさらし、人々の暮らしを奪い、理不尽な苦しみを強いるものです。その中で高
齢者や障害者、女性、乳幼児、また性的指向や性自認に関する配慮が十分でなかったことが問題になりました。また、　　　　　
東日本大震災においては、地震や津波に伴い発生した福島第一原子力発電所の事故に起因する差別的言動も発生し

　平時、災害時にかかわらず人権尊重の視点に立った対応・配慮が必要です。
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月 ● 月　　間　　　　◆ 週　　間 記　　念　　日　　等

●　若年層の性暴力被害予防月間
◆発達障害者啓発週間(2日～8日)

  2日 世界自閉症啓発デー
最終水曜日　国際盲導犬の日

  3日 　憲法記念日

  1日　人権擁護委員の日
12日　児童労働反対世界デー
20日　世界難民の日
22日　らい予防法による被害者の名誉回復及び
　　　 追悼の日

  6日　広島原爆忌
  9日　長崎原爆忌
  9日　世界の先住民の国際デー

  1日　国際高齢者デー
第1月曜日　世界ハビタットデー
 　　（人の住居に関する記念日）

  1日　世界エイズデー
  3日 国際障害者デー
10日 人権デー

17日 防災とボランティアの日

  8日 国際識字デー
10日 世界自殺予防デー
15日  老人の日
21日 世界アルツハイマーデー

  8日 国際女性の日
21日 国際人種差別撤廃デー
24日 世界結核デー

28日 世界希少・難治性疾患の日

11日 介護の日
20日 世界こどもの日
25日 女性に対する暴力撤廃の国際デー

  1日　更生保護の日

●児童福祉月間
◆憲法週間（1日～7日）
◆児童福祉週間 （5日～11日）

●外国人労働者問題啓発月間
◆男女共同参画週間（23日～29日）
◆ハンセン病を正しく理解する週間
 （25日を含む週（日曜日～））

●社会を明るくする運動強調月間
●滋賀県企業内公正採用・人権啓発推進月間
●再犯防止啓発月間
●青少年の非行・被害防止全国強調月間

●滋賀県同和問題啓発強調月間
●がん征圧月間
●障害者雇用支援月間
◆自殺予防週間（10日～16日）
◆老人週間（15日～21日）

●高年齢者雇用促進月間
●臓器移植普及推進月間

●児童虐待防止推進月間
●子ども・若者育成支援推進強調月間
◆女性に対する暴力をなくす運動（12日～25日）
◆犯罪被害者週間（25日～12月1日）

◆人権週間（4日～10日）
◆障害者週間（3日～9日）
◆北朝鮮人権侵害問題啓発週間（10日～16日）

◆防災とボランティア週間（１5日～21日）

●自殺対策強化月間
◆人種差別と闘う人々との連帯週間
 （21日～27日）
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国際的なもの...赤色 　全国的なもの...青色 　滋賀県独自のもの...黒色

ています。



※ここで紹介しているマーク以外にも、様々な障害に関するマーク
があります。

(このほかにも、多くのリボン運動があります。なお、リボンの色は国によっては異なった運動
のシンボルマークに使われているものもあります。)



　合理的な

む  じゅん

●日常生活の中で不合理や矛盾を感じたことは
ありませんか？



　人権に関する県民意識調査（令和3年度）では、「人権侵害を受けたことがある」と答えた人にどのような対応を
したか（複数回答）たずねたところ、「身近な人に相談した」と答えた人の割合が 40.3％で最も高く、次いで「何も
しなかった」（32.3％）、「相手に抗議した」（24.7％）の順となっています。「何もしなかった」人は、前回調査（平
成２8年度）と比べると 7.1％低くなっていますが、依然として多くおられます。一方、「法務局、県、市町、警察
等の行政機関に相談した」という方は、13.4％にとどまっています。
　滋賀県では、さまざまな人権に関する悩みに対して、的確に対応できるよう、国や県などの専門の相談機関が「滋
賀県人権相談ネットワーク協議会」を組織して、連携を図っています。

　 し ん が い

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ う  ぎ

　　　　　　　 い  ぜ ん

　　　 し    が   け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

  が   け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れ ん け い

　◆エイズに関する相談（県庁感染症対策課）

　◆にんしんSOS滋賀  TEL090-8810-2499………

………

（英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、スペイン語、
　インドネシア語、ベトナム語)

（ポルトガル語、スペイン語、英語、タガログ語、ベトナム語を
　含む12言語 )　…………………

※全て令和5年(2023年)3月現在の情報です。
　最新の情報は各相談機関のホームページ等でご確認ください。

◆LINE相談「こころのサポートしが」

警察総合相談電話「県民の声110番」

◆犯罪被害者等電話サポートセンター
    ((公社)全国被害者支援ネットワーク)
                …………TEL 0570-783- 554 
◆犯罪被害者支援ダイヤル(法テラス) 
    (平日9:00～21:00 
　  土曜日9:00～17:00(日曜祝日・年末年始休業) )           
                          …………TEL 0120-079714 
◆ 
    (24時間365日相談可)          TEL 090-2599-3105 

◆
                                                      # 8891

◆性犯罪被害相談電話(全国共通番号)…
TEL 短縮ダイヤル#8103  
TEL 077-522-1551

…………
性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖SATOCO(サトコ)ホットライン

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
…TEL 短縮ダイヤル(全国共通番号、24時間365日相談可)

 ◆新型コロナ人権相談ほっとライン
                      …………TEL FAX 077-523-7700
  

新型コロナウイルス感染症に関する人権相談…

月・火・水・金(祝日・年末年始を除く) 午前10時～12時、午後1時～4時

TEL 077-567-3924  
TEL 077-567-5160

滋賀県権利擁護センター 

警察総合相談電話「県民の声110番」


